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会計監査人に関する事項 

( 1 ) 会計監査人の名称 

有限責任監査法人トーマツ 

( 2 ) 会計監査人の報酬等の額 

① 当事業年度に係る報酬等の 額 4 1 百万円

② 当社及び連結子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 4 1 百万円

( 注 ) 1 . 監 査役会は 、 日本監査役協会が公表する 「 会計監査人との連携に関する実務指針 」 を踏まえ 、 過年度の
監査計画における監査項目別 、 階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状
況を確認し 、 当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討しました結 果 、 会計監査人の報酬等につ
いて会社法第3 9 9 条 第 １ 項の同意を行っております 。 

2 . 当社と会計監査人との間の監査契約において 、 会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬等の額を区分しておらず 、 ま た 、 実質的にも区分できませんので 、 上記① の報酬等の額にはこれ
らの合計額を記載しております 。 

( 3 ) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

監査役会は 、 ① 重大な法令違反や監督官庁からの処分の有無 、 ② 独 立 性 、 監査品質等総合的能

力 、 ③ 監査活動実績等を踏まえて 、 会計監査人の職務の執行に支障がある場合等 、 その必要がある

と判断した場合に 、 株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致

します 。 

ま た 、 監査役会は 、 会計監査人が会社法第3 4 0 条 第 １ 項各号のいずれかに該当すると認められる

場合に 、 監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任致します 。 この場合 、 監査役会が

選定した監査役は 、 解任後最初に招集される株主総会において 、 会計監査人を解任した旨と解任の

理由を報告致します 。 

業務の適正を確保するための体制及び運用状況 
１ ． 業務の適正を確保するための体制 

コーポレートガバナンス及び内部管理体制図
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( 1 ) 当社及び当社グループの取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制 

当社グループは 、 「 東洋テックグループ経営理 念 」 、 「 東洋テックグループ行動宣言 」 に加え 、 こ 

れらを実現するためにより具体的な行動を定め た 「 東洋テックグループ行動指 針 」 を制定し 、 これ

ら を 「 東洋テック グループ Ｔ Ｅ Ｃ Ｗ Ａ Ｙ 」 と総称 、 グループ全社員の共通の価値観としていま

す 。 ま た 、 「 コンプライアンス・ マニュアル 」 をはじめとするコンプライアンス体制に係る各種規 

程を役職員が法令・ 定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範として位置付けていま

す 。 

ま た 、 その徹底を図るため 、 コンプライアンス委員会を設置し 、 代表取締役社長を総括責任者と

し て 、 コンプライアンス体制に係る取り組みについて全社横断的に統括し 、 役職員に対し教育 、 指 

導を行っております 。 その他 、 コンプライアンス研修の実施 、 Ｔ Ｅ Ｃ Ｗ Ａ Ｙ アンケートをグルー

プ全社員に実施する等によ り 、 コンプライアンス遵守の体制を構築しております 。 

な お 、 執行部門から独立した内部監査部門である監査部は 、 当社グループ内におけるコンプライ

アンスの取り組み状況について監査を行います 。 この監査結果は 、 定期的に経営会議に報告される

ものとし 、 重大な違反行為 については 、 取締役会及び監査役会に報告致します 。 

法令上疑義のある行為等については 、 公益通報制度として 「 愛と正義の目安箱 」 を各箇所に設

置 、 ま た 、 電子メールや電話による専用ホットラインを設け 、 情報提供の運用を容易に行えるよう

にしています 。 その他 、 社外の弁護士への書面 、 電 話 、 電 子メールによる通報制度 （ 以 下 、 「 コン

プライアンス・ ホットライン 」 といいます 。 ） を設けています 。 この場合 、 通報者の希望により匿

名性を保障するとともに通報者に不利益がないことを確保しています 。 

な お 、 重要な通報等については 、 その内容と会社の対処状況・ 結果について 、 適切に役員・ 使用

人に開示し 、 周知徹底を図ることとしています 。 

( 2 ) 当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役は 、 その職務の執行に係る以下の文書 （ 電磁的記録を含む 。 以下同じ 。 ） その他重要な情

報 を 、 社内規程に基づき 、 それぞれの担当職務に従い適切に保存し 、 且つ管理を行っております 。 

① 株主総会議事録とその関連資料

② 取締役会議事録とその関連資料

③ 経営会議議事録とその関連資料

④ 取締役が主催するその他の重要な会議の議事の経過及び記録又は指示事項とその関連資料

⑤ 取締役を決定者とする稟議書等決定書類及び付属書類

⑥ その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

( 3 ) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は 、 「 危機管理規程 」 の定めにより代表取締役社長を危機管理統括管理者とし 、 当社が事業

活動を行う中で不測の事態に直面した場合 、 被害の拡大を防止するとともに経営危機を回避するた

めに行動しなければならない基本的な枠組みを定めています 。 

代表取締役は 、 各本部長をリスク管理に係る危機管理責任者に任命し 、 危機管理責任者は緊急事

態に際し適切な対応行動を指揮し 、 ま た 、 関係職員を対象として教育 、 訓練を行い危機管理意識の 

高 揚 、 維持を図ります 。 

2 0 1 6 年 1 0 月からは 、 リスクマネジメントシステムを導入し 、 「 リスクマネジメント規程 」 の定め

により 、 当社の業務を行う上で顕在化又は潜在化しているリスクに軽重をつけ 「 最重要リスク 」 、 

「 重要リスク 」 、 「 一般リスク 」 に分けて 、 そのリスクが発生した際の経営への影響度合いごとに管

理しています 。 

ま た 、 その経営のどういったところに影響を与えるのかについても区分しており 、 株価や会社の

存続に影響を与えるリスク を 「 事業継続リスク 」 、 事業資産を毀損する恐れのあるリスクを 「 資産

保全リスク 」 、 円滑な業務運営と 、 収益確保に影響を与えるリスクを 「 業務運営リスク 」 として管

理しています 。 

その他 、 発生頻度の観点も加えたリスクマップを策定し管理しています 。 

リスクマネジメント全般に亘る方針については 、 代表取締役社長を委員長としたリスクマネジメ

ント委員会を開催し 、 リスクの発生状況や対応状況を確認して決定しています 。 また取締役会へも

リスクの発生状況や対応状況について報告を行っています 。 
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な お 、 大震災 ・ 水害発生時 、 パンデミック発生時に備え た Ｂ Ｃ Ｐ の策定 、 防災訓練 、 防災用品 、 

感染病予防備品の備置等を行い 、 これらが発生した際に は 、 適切な対応を図れる体制を整備してい

ま す 。 

( 4 ) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役会は 、 全社的な経営目標を定め 、 業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的

目標及び会社の意思決定ルールに基づく効率的な達成のための方法を定めま す 。 

取締役会は 、 各業務担当取締役に定期的に各部門の目標に対する進捗状況の報告を求め 、 改善を

促すこととし 、 全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します 。 ま た 、 取締役会実効性評

価を行い 、 取締役会の実効性向上を図っています 。 具体的には 、 実効性評価結果をもとに 、 以下の

対応を行ってきております 。 

（ 対応事項 ） 

・ 任意の指名報酬委員会を設置

・ 内部監査部門から直接 、 取締役会への報告を定期的に実施

・ 社外役員 （ 社外取締役・ 非常勤監査役 ） による 「 中期経営計画 」 、 「 事業ポートフォリオ・ 人 

的資本の状況 」 についての意見交換会を実施

・ リスクマネジメントに関する報告を定期的に実施

・ サステナビリティに関する取組み状況を定期的に実施

・ 新任役員へのオリエンテーションを実施

・ 社内情報及び取締役会活動に役立つ情報 、 株主との対話状況等を 「 取締役会事務局通信 」 とし

て 、 毎月発信 他 

ま た 、 取締役会の実効性向上並びに取締役の活動支援を強化するために 、 管理本部内にコーポレ

ートガバナンス部を 、 監査役会並びに監査役の活動支援を強化するために 、 監査役直轄の監査役室

を設置しております 。 

な お 、 意思決定と経営効率を向上させるた め 、 取締役 、 執行役員が出席する経営会議を原則月 ２ 

回開催し 、 業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行っております 。 

業務運営については 、 将来の事業環境を踏まえた中期経営計画及び各年度の運営方針 、 施 策 、 予 

算を策定し 、 全社的な目標を設定します 。 各 部門においては 、 その目標達成に向け具体策を立案し

実行します 。 

( 5 ) 当社及び当社グループ会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は 、 「 関係会社管理規程 」 に基づき 、 常務執行役員管理本部長が関係会社の法令遵守体制 、 

リスク管理体制等関係会社の業務の適正を確保するための体制を統括します 。 

ま た 、 関係会社については監査部による業務監査を実施するとともに 、 関係会社の所管業務の運

営体制については 、 管理本部経営統括部が各社の自主性を尊重しながら 、 経営計画に基づいた施策

や効率的な業務運営体制についてサポートを行いま す 。 

関係会社の業務執行等の状況については 、 各社の取締役会へ定期的に報告するとともに 、 当社代

表取締役 、 各本部長 、 常勤監査役と関係会社取締 役 、 執行役員及び所管部署である管理本部経営統

括部との間で関係会社会議を開催し 、 関係会社の問題点の把握と改善に努め 、 必要に応じて取締役

会 、 監査役会に報告を行っております 。 

( 6 ) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する体 制 

当社は 、 監査役 、 監査役会の活動を支援するため 、 監査役室を設置し 、 １ 名の使用人を配置して

います 。 

な お 、 当該使用人は 、 取締役の指揮命令は受けない体制となっております 。 
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( 7 ) 当社の取締役及び使用人等が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する

体 制 

当社の取締役及び使用人並びに関係会社の取締役 、 監査役及び使用人は 、 法定の事項に加え 、 当 

社及び当社グループに重大な影響をおよぼす事項 、 内 部監査の実施状況 、 コンプライアンス・ ホッ

トラインによる通報状況及びその内容を遅滞なく当社の監査役に報告するものとします 。 

ま た 、 当社は 、 監査役会への報告をした者に対して当該報告をしたことを理由として不利益な扱

いを行うことを禁じます 。 

報告の方法 （ 報告者 、 報告受領 者 、 報告時期等 ） については 、 取締役と監査役会との協議により

決定する方法によります 。 

監査役は 、 重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため 、 取締役会及び経営会議

等重要な会議に出席するとともに 、 稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧 し 、 取締役及び使

用人に説明を求めることができます 。 

( 8 ) 当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

当社は 、 監査業務の実効性を高めるため 、 監査役 ４ 名のうち ３ 名を社外監査役とし 、 対外透明性

を確保しています 。 

監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換の 場を設け 、 監査役の監査が実効的に行われる

体制を整備しています 。 

ま た 、 「 監査役会規 程 」 及 び 「 監査役監査基準 」 に基づく独立性と権限によ り 、 監査の実効性を

確保するとともに 、 監査役は監査部及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達

成を図るものとします 。 

ま た 、 監査役 が 、 その職務の執行について 、 当社に対し 、 会社法第3 8 8 条に基づく費用の前払い

等を請求したときは 、 当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認め

られた場合を除き 、 速やかに当該費用又は債務を処理します 。 ま た 、 監査役が 、 その職務を遂行す

るために 、 弁護士・ 公認会計士・ 税理士等の専門家に意見を求めた場合 、 当社は 、 当該監査役の職

務の執行に必要でないと認められた場合を除き 、 その費用を負担します 。 

( 9 ) 当社の財務報告の適正性を確保するための体制 

当社は 、 当社グループの財務報告に関する信頼性を確保するため 、 財務報告に係る必要且つ適切

な内部統制体制を整備 、 運用するとともに 、 その体制及び運用状況を継続的に評価し 、 必要があれ

ば速やかに是正措置を行うものとします 。 

( 1 0 ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 

当社及び当社グループは 、 暴力団等反社会的勢力に対しては 、 毅然とした態度で臨むこととして

お り 、 不当要求等は一切受け付け ず 、 警察当局や顧問弁護士等と連携を図りながら 、 事案に応じて

関係部門と協議の上 、 対応してまいります 。 

反社会的勢力排除に向けた整備状況については 、 対応部署を設置し 、 警察当局及び関係機関 、 顧 

問弁護士との連絡を密にし 、 指 導 、 助言を受けるほか 、 事案発生時には 、 警察当局及び関係機関 、 

顧問弁護士等と緊密に連携して 、 速やかに対処できる体制を構築しております 。 

ま た 、 「 不当要求行為対応マニュアル 」 を策定し 、 暴力団等反社会的勢力に対する対応について 、 

社内への徹底を図っております 。 

な お 、 当社は大阪府暴力追放推進センターの賛助会員として 、 当センターが掲げる 「 暴力団追放

３ ない運動プラス １ （ 暴力団を恐れない 、 暴 力団を利用しない 、 暴力団に金を出さない ＋ 暴力団と

交際しない ） 」 を実践してまいります 。 
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２ ． 運用状況 

( 1 ) 内部統制システム全般 

当社及びグループ各社の内部統制システム全般の整備 ･ 運用状況を当社の監査部がモニタリング

し 、 改善を進める体制としております 。 

( 2 ) コンプライアンス 

当社グループは 、 行動宣言にコンプライアンス遵守を明定しております 。 ま た 、 コンプライアン

ス ・ プログラムを策定し 、 コンプライアンス違反となる事象に対して管理体制を構築するととも

に 、 半期毎にコンプライアンス研修を実施する等により 、 コンプライアンス意識の向上並びにコン

プライアンス遵守体制の強化を図っています 。 コンプライアンスの管理部署としてコンプライアン

ス室を設置し 、 コンプライアンス遵守のためのコンプライアンス・ マニュアルを策定していま す 。 

なおコンプライアンス・ プログラムについては 、 その内容について取締役会にて決議承認を得て

お り 、 代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を半期毎に開催し 、 その遵守状況に

ついて管理を行っています 。 

また半期に １ 度 、 全社員に対しコンプライアンス研修を実施し 、 コンプライアンス遵守体制の強

化を行っております 。 

( 3 ) リスク管理体制 

2 0 1 6 年 1 0 月より 、 リスクマネジメントシステムを導入し 、 代表取締役社長を委員長とするリスク

マネジメント委員会を半期毎に開催し 、 当社事業活動において顕在化もしくは潜在化している各リ

スクに対する管理状況の確 認 、 及び対応方針を決定しております 。 

なお日常における各リスクの管理・ 運営は 、 明 確化された各リスクの責任箇所により行い 、 リス

ク全般における統括箇所として 、 経営統括部内にリスクマネジメント室を設置しています 。 

またリスクマネジメントの状況については 、 取締役会においても報告を行っております 。 

( 4 ) 内部監査 

監査部が作成した内部監査計画に基づき 、 当社及びグループ各社の内部監査を実施致しました 。 
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連結株主資本等変動計算書 

( 2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日から
2 0 2 3 年 ３ 月31日まで) ( 単 位 ： 千円) 

株 主 資 本 

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 4 , 6 1 8 , 0 0 0 8 , 5 2 7 , 4 0 4 8 , 5 4 2 , 7 9 0 △ 7 3 0 , 2 6 1 2 0 , 9 5 7 , 9 3 3 

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 3 1 3 , 5 3 8 △ 3 1 3 , 5 3 8 

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

7 4 1 , 8 8 0 7 4 1 , 8 8 0 

自 己 株 式 の 取 得 △ 5 2 7 , 8 3 9 △ 5 2 7 , 8 3 9 

自 己 株 式 の 処 分 1 4 , 6 6 2 1 9 3 , 7 3 3 2 0 8 , 3 9 6 

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 

当 期 変 動 額 合 計 － 1 4 , 6 6 2 4 2 8 , 3 4 2 △ 3 3 4 , 1 0 5 1 0 8 , 8 9 9 

当 期 末 残 高 4 , 6 1 8 , 0 0 0 8 , 5 4 2 , 0 6 7 8 , 9 7 1 , 1 3 2 △ 1 , 0 6 4 , 3 6 6 2 1 , 0 6 6 , 8 3 2 

その他の包括利益累計額

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券 
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

退 職 給 付 に 係 る 
調 整 累 計 額

その他の包括
利 益 累 計 額 合 計 

当 期 首 残 高 8 5 8 , 3 0 5 △ 1 , 3 6 2 , 0 1 6 △ 7 , 6 6 5 △ 5 1 1 , 3 7 5 2 0 , 4 4 6 , 5 5 7 

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 3 1 3 , 5 3 8 

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

7 4 1 , 8 8 0 

自 己 株 式 の 取 得 △ 5 2 7 , 8 3 9 

自 己 株 式 の 処 分 2 0 8 , 3 9 6 

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 

1 2 4 , 6 8 5 △ 5 6 , 6 2 4 6 8 , 0 6 1 6 8 , 0 6 1 

当 期 変 動 額 合 計 1 2 4 , 6 8 5 － △ 5 6 , 6 2 4 6 8 , 0 6 1 1 7 6 , 9 6 0 

当 期 末 残 高 9 8 2 , 9 9 1 △ 1 , 3 6 2 , 0 1 6 △ 6 4 , 2 8 9 △ 4 4 3 , 3 1 4 2 0 , 6 2 3 , 5 1 8 
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連 結 注 記 表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 

1 . 連結の範囲に関する事項 

( 1 ) 連結子会社の数及び名称 

連結子会社数 ７ 社 

連結子会社の名称 

株式会社東警サービス 、 東 洋テック姫路株式会社 、 東洋テックビルサービス株式会社 、 株式

会社大阪フジサービス 、 テ ック不動産株式会社 、 株式会社新栄ビルサービス 、 五大テック株

式会社 

( 2 ) 非連結子会社の数 該当事項はありません 。 

2 . 持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません 。 

3 . 会計方針に関する事項 

( 1 ) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 
その他有価証券 
市 場 価 格 の あ る も の … 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法 （ 評価差額は全部純資産直入法

により処理し 、 売却原価は移動平均法により算出しております 。 ） 

市 場 価 格 の な い も の … 移動平均法による原価法 
② 棚卸資産 

商 品 、 貯 蔵 品… 主として総平均法による原価法 （ 貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方 法 ） 

販 売 用 不 動 産… 
個別法による原価法 （ 貸借対照表価額については収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法 ） 

( 2 ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有 形 固 定 資 産… 定率法 

ただし 、 1 9 9 8 年 ４ 月 １ 日以降2 0 1 6 年 ３ 月 3 1 日迄に取得した建物 （ 建物附

属設備は除く ） については定額法を採用し ており 、 2 0 1 6 年 ４ 月 １ 日以降

に取得した建物 （ 建物附属設備含む ） 、 構築物については定額法を採用し

ております 。 な お 、 主な耐用年数は以下のとおりであります 。 

建物及び構築物 ３ 年 ～ 5 0 年 

機械装置及び運搬具 ３ 年 ～ ９ 年 

② 無 形 固 定 資 産… 定額法 

な お 、 主な耐用年数は以下のとおりであります 。 

自社利用のソフトウェア ５ 年 

のれん ５ 年 ～ 1 0 年 

③ リ ー ス 資 産

（ 有 形 / 無 形 ） 

… 所有権移転外ファイナンス ・ リース取引に係るリース資産については 、 

リース期間を耐用年数とし 、 残存価額を零とする定額法を採用しており

ま す 。 

( 3 ) 重要な引当金の計上基準 

① 貸 倒 引 当 金… 債権の貸倒れに備えるため 、 一般債権については貸倒実績率により 、 貸 

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し 、 回収不

能見込額を計上しておりま す 。 

② 賞 与 引 当 金… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため 、 将来の支給見込額を

計上しております 。 

③ 役 員 賞 与 引 当 金… 役員賞与の支給に備えるた め 、 当連結会計年度における支給見込額に基

づき計上しております 。 
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4 . その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

( 1 ) 退職給付に係る会計処理の方法 

従業員の退職給付に備えるため 、 当連結会計年度末における見込額に基づき 、 退職給付債務か

ら年金資産の額を控除した額を計上しております 。 

退職給付債務の算定にあた り 、 退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方

法については 、 給付算定式基準によっております 。 

な お 、 数理計算上の差異は 、 各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数 （ ５ 年 ） による定額法により翌連結会計年度から費用又は費用の減額として処理す

ることとしております 。 

過去勤務費用は 、 その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 （ ５ 年 ） による定

額法により発生時の連結会計年度から費用処理することとしております 。 

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については 、 税効果を調整の上 、 純資産の部

におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております 。 

( 2 ) ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引について特例処理を採用しております 。 

( 3 ) 収益及び費用の計上基準 

当社グループは 、 以下の ５ つのステップアプローチを適用することにより 、 収益を認識してお

ります 。 

ステップ １ ： 顧客との契約を識別する 

ステップ ２ ： 契約における履行義務を識別する 

ステップ ３ ： 取引価格を算定する 

ステップ ４ ： 取引価格を契約における履行義務に配分する 

ステップ ５ ： 履行義務を充足した時点 （ 又は充足するにつれて ） 収益を認識する 

警備事業 

契約物件に警報機器を取り付け 、 事件・ 事故等の発生を監視する 、 貴重品の運搬 、 施設内の常

駐による安全管理等 、 様 々  なセキュリティーサービスを履行義務としておりま す 。 

日常的サービス提供 、 契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受することから 、 

サービスを提供する期間にわたり収益を認識しております 。 ま た 、 契約条件に従い 、 履行義務の

進捗に応じて （ サービス提供期間にわたり ） 契約によって定められた時 期にその対価を請求 、 受 

領しております 。 

警備事業の内 、 機械警備業務においては警備機器設置工事料を契約時に顧客から受領しており 、 

設置工事料は対応するサービス提供期間にわたり収益を認識しております 。 

ビル管理事業 

ビ ル 、 マンション 、 店舗等のビルメンテナンスや清掃に加え 、 大規模改修や設備の更新工 事 、 営 

繕業務等 、 建物の総合管理を行っております 。 

（ 清掃業務 ） 

契約物件の設備内において 、 床清掃等の日常的な清掃業務を行うことを履行義務としており

ま す 。 日常的又は反復的なサービスであり 、 顧客との契約における義務を履行するにつれて顧

客が便益を享受しており 、 サービスを提供する期間にわたり収益を認識しております 。 ま た 、 

契約条件に従い 、 履行義務の進捗に応じて （ サービス提供期間にわたり ） 契約によって定めら

れた時期にその対価を請求 、 受領しております 。 

（ 設備点検サービス ） 

ビルメンテナンスに係る法定点検を実施し 、 関 連官庁へ実施報告書を提出することを履行義務

と し 、 顧客がサービスを受けた時点で便益を享受することから 、 一時点 （ サービス提供時点 ） で 

収益を認識しております 。 ま た 、 契約条件に従い 、 サービス契約期間に按分してその報酬を受領

します 。 
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（ 工事契約 ） 

消防設備改修工事 、 排水ポンプ取替工事 、 エレベーター改修工事等の小規模な工事から足場を 

組むような大規模修繕工事 、 外壁修繕工事までを履行義務としております 。 

義務の履行により資産が創出され又は増価し 、 資産の創出又は増価につれて顧客が当該資産を

支配し 、 契約期間にわたる工事の進捗に応じて充足されるため 、 工事の進捗度に応じて収益を計

上しております 。 進捗度の測定は 、 発生原価が履行義務の充足における工事の進捗度に寄与及び

概ね比例していると考えられることから 、 発生原価に基づくインプット法により行っておりま す 。 

不動産事業 

当社グループが保有する不動産物件の賃貸業務並びに不動産の現物や信託受益権の売買に関す

る仲介業務を主体とし 、 不動産の販売及びコンサルティング業務を行っております 。 

当該履行義務は媒介契約により成立した不動産売買契約に関する物件が引き渡される一時点で

充足され 、 引き渡し時点において収益を認識しております 。 

〔 会計上の見積りに関する注 記 〕 

（ のれんの減損検討 ） 

1 . 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

のれん 4 9 9 , 0 3 9 千 円 

2 . 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

当連結会計年度の連結貸借対照表に計上しているのれんのうち① に記載の金額は 、 2 0 2 2 年 ５ 月 3 0 

日に子会社化した五大テック株式会社の取得に関するものです 。 

当社グループは業績や経営環境の変化 、 事業戦略の見直しなどを判 断材料に減損の兆候の判定を

行っておりま す 。 減損の兆候があると認められる場合には 、 資産又は資産グループから得られる割

引前将来キャッシュ・ フローの総額と帳簿価額を比較することによって 、 減損損失を認識するかど

うかの判定を行っておりま す 。 

五大テック株式会社に係るのれんを含む資産グループについては 、 取得時にのれんに配分された

金額が相対的に多額であることから 、 減損の兆候があると判断し 、 のれんを含む資産グループの減

損損失控除前の帳簿価額にのれんの帳簿価額を加えた金額 と 、 のれんを含む資産グループから得ら

れる割引前将来キャッシュ ・ フローの総額を比較した結 果 、 後者が前者を上回るためのれんの減損

損失は認識しておりません 。 

見積りに用いた事業計画に重要な変更がある場合 、 翌連結会計年度の連結計算 書類に重要な影響

を与える可能性があります 。 

〔 会計上の見積りの変更に関する注記 〕 

（ 退職給付に係る負債 ） 

連結子会社である東洋テックビルサービス株式会社は 、 当連結会計年度より退職給付債務の計算方

法を簡便法から原則法に変更しております 。 この変更は 、 業容の拡大に伴い同社の従業員数が増加

し 、 ま た 、 今後の増加も見込まれることから 、 退職給付費用の期間損益計算をより適正化するために

行ったものであります 。 

これにより 、 当連結会計年度末における退職給付に係る負債が2 5 , 0 1 9 千円減少し 、 同額を退職給付

費用として売上原価並びに販売費及び一般管理費に計上しており 、 その結果として従来の方法と比べ

て税金等調整前当期純利益が2 5 , 0 1 9 千円増加しております 。 
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〔 追加情報 〕 

1 . 従業員持株会支援信託口における会計処理について 

当社は 、 従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております 。 

① 取引の概要 

当社は 、 従業員 （ 連結子会社の従業員を含む 。 以下この項において同じ 。 ） に対する中長期的な当

社企業価値向上へのインセンティブ付与及び福利厚生制度の充実等により当社の恒常的な発展を促す

ことを目的として 、 従業員持株会支援信託 （ 以 下 、 「 Ｅ Ｓ Ｏ Ｐ 信 託 」 という 。 ） を導入しております 。 

当社が当社持株会に加入する従業員のうち 、 一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定

し 、 当該信託は信託期間中に当社持株会が取得すると見込まれる数の株式を予め定める取得期間内に

取得致します 。 その後 、 当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却致します 。 当該信託

は 、 保有する当社株式の議決権を当社持株会の議決権割合に応じて行使致します 。 

② 信託に残存する自社の株式 

信託に残存する当社株式を 、 信託における帳簿価額 （ 付随費用の金額を除く 。 ） により 、 純資産の

部に自己株式として計上しております 。 

自己株式の帳簿価額は 、 2 9 , 9 2 9 千円であり 、 株式数は 、 2 9 , 9 0 0 株であります 。 

③ 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額は 、 3 0 , 2 8 0 千円であります 。 

2 . 従業員向け株式給付信託口における会計処理につい て 

当社は 、 従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております 。 

① 取引の概要 

当社は 、 従 業 員 （ 連結子会社の従業員を含む 。 以下この項において同じ 。 ） に対するインセンティ

ブ ・ プランの一環として 、 当社の中長期的な業績の向上及び企業価値の増大への貢献意欲や士気を高

めることを目的として 、 従 業員向け株式給付信託 （ 以 下 、 「 株式給付信託 」 という 。 ） を導入しており

ま す 。 

当社は 、 対象となる当社等の従業員に対し 、 株式給付規程に基づき役職等に応じてポイントを付与

し 、 一定の受益者要件を満たした場合には 、 所定の手続きを行うことにより 、 当該付与ポイントに応

じた当社株式を給付します 。 な お 、 当該信託設定に係る金銭は全額を当社が拠出するため 、 当社等の

従業員の負担はありません 。 本制度の導入により 、 当社等の従業員の株価及び業績向上への関心が

高まり 、 これまで以上に意欲的に業務に取組むことに寄与することが期待されます 。 

② 信託に残存する自社の株式 

信託に残存する当社株式を 、 信託における帳簿価額 （ 付随費用の金額を除く 。 ） により 、 純資産の

部に自己株式として計上しております 。 

自己株式の帳簿価額は 、 1 1 3 , 7 6 0 千円であり 、 株式数は 、 1 2 0 , 0 0 0 株であります 。 

3 . 訴訟案件について 

株式会社 Ｆ Ｕ Ｓ Ｉ Ｏ Ｎ Ｉ Ａ からの訴訟提起について 、 原告の2 0 2 1 年 1 2 月 ９ 日控訴は2 0 2 2 年 ７ 月 2 8 日 

棄 却 、 2 0 2 2 年 ８ 月 ９ 日上告は2023年 ３ 月30日最高裁において不受理となり 、 全面勝訴いたしました 。 
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〔 連結貸借対照表に関する注 記 〕 

1 . 有形固定資産の減価償却累計額 1 0 , 2 7 6 , 3 3 8 千 円 

上記金額には 、 減損損失累計額が含まれております 。 

2 . 土地再評価法の適用… 「 土地の再評価に関する法律 」 ( 平成1 0 年 ３ 月 3 1 日公布法律第3 4 号 ） に基づ

き事業用土地の再評価を行 い 、 当該評価差額を土地再評価差額金として純

資産の部に計上しておりま す 。 

同法律第 ３ 条 第 ３ 項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令 （ 平成1 0 年 ３ 月 3 1 日公布政令第1 1 9 号 ） 

第 ２ 条 第 ４ 号に定める地価税法 （ 平 成 ３ 年法律第 6 9 号 ） 第 1 6 条に規定する

地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁

長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算

出しております 。 

再評価を行った年月日 2 0 0 2 年 ３ 月31日

再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額 
3 3 7 , 8 3 9 千 円 
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〔 連結株主資本等変動計算書に関する注記 〕 

1 . 当連結会計年度末日における発行済株式の種類及び総数 

普 通 株 式 1 1 , 4 4 0 , 0 0 0 株 

2 . 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事 項 

( 1 ) 2 0 2 2 年 ６ 月17日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項 

株 式 の 種 類 普通株式

配 当 金 の 総 額 1 5 9 , 8 1 2 千円

１ 株当たり配当額 1 5 円00銭

基 準 日 2 0 2 2 年 ３ 月31日

効 力 発 生 日 2 0 2 2 年 ６ 月20日
( 注 ) 配当金の総額には 、 専用信託口に対する配当金 1 , 3 1 2 千円を含めております 。 

( 2 ) 2 0 2 2 年10月28日開催の取締役会決議による配当に関する事項 

株 式 の 種 類 普通株式

配 当 金 の 総 額 1 5 3 , 7 2 5 千円

１ 株当たり配当額 1 5 円00銭

基 準 日 2 0 2 2 年 ９ 月30日

効 力 発 生 日 2 0 2 2 年12月 １ 日 
( 注 ) 配当金の総額には 、 専用信託口に対する配当金924千円を含めております 。 

3 . 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

2 0 2 3 年 ６ 月 1 6 日開催の定時株主総会の議 案として 、 普通株式の配当に関する事項を次のとおり

提案しております 。 

株 式 の 種 類 普通株式

配 当 金 の 総 額 1 8 6 , 6 2 9 千円

配 当 の 原 資 利益剰余金

１ 株当たり配当額 1 8 円00銭

基 準 日 2 0 2 3 年 ３ 月31日

効 力 発 生 日 2 0 2 3 年 ６ 月19日
( 注 ) 配当金の総額には 、 専用信託口に対する配当金448千円を含めております 。 

4 . 自己株式に関する事項 

株式の種類 当 連 結 会 計 年 度 期 首 増 加 減 少 当 連 結 会 計 年 度 末 

普通株式 
（ 注 １ ～ ４ ） 7 8 5 , 8 1 6 株 4 4 4 , 2 9 0 株 1 5 8 , 4 0 0 株 1 , 0 7 1 , 7 0 6 株 

普通株式( Ｅ Ｓ Ｏ Ｐ 信託信託
口 ) 
（ 注 ５ ） 

8 7 , 5 0 0 株 ― 株 5 7 , 6 0 0 株 2 9 , 9 0 0 株 

普通株式 ( 株式給付信託口)
（ 注 ６ ） ― 株 1 2 0 , 0 0 0 株 ― 株 1 2 0 , 0 0 0 株 

（ 変動事由の概要 ） 

（ 注 ） １ . 単元未満株式の買取りによる増加 9 0 株 

２ . 自己株式立会外買付による増加 4 4 4 , 2 0 0 株 

３ . 譲渡制限付株式発行による減少 3 8 , 4 0 0 株 

４ . 株式給付制度による減少 1 2 0 , 0 0 0 株 

５ . 従業員持株会への売却による減少 5 7 , 6 0 0 株 

６ . 株式給付信託口での取得による増加 1 2 0 , 0 0 0 株 
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〔 金融商品に関する注記 〕 

1 . 金融商品の状況に関する事 項 

( 1 ) 金融商品に対する取り組み方針 

当社グループは 、 運転資金及び設備資金については基本的に自己資金を充当することとしてお

ります 。 余裕資金は安全性の高い金融商品で運用しております 。 ま た 、 一部の長期借入金の金

利変動リスクに対しては 、 金利スワップ取引により支払利息の固定化を実施しております 。 

な お 、 デリバティブ取引は 、 金利変動リスクを回避するために利用しており 、 投機的な取引は

行わない方針であります 。 

( 2 ) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 

金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は 、 顧客の信用リスクがありますが 、 売掛金の平均滞留期

間 は １ ヶ月程度であります 。 投資有価証券は 、 株式が主であり 、 信用リスク並びに市場リスク

があります 。 営業債務である買掛金は 、 概 ね ２ ヶ月以内の支払期日であります 。 

社債の最終返済日は 、 2 0 2 6 年 ９ 月25日であります 。 

長期借入金のうち 、 Ｅ Ｓ Ｏ Ｐ 信託の導入に伴い専用信託口が借入れたもの 、 及び長期借入金の

１ 件については 、 変 動金利であり 、 金利の変動リスクがありま す 。 最終返済日はそれぞれ2 0 2 4 

年 ３ 月 2 9 日 、 及び2 0 2 7 年 ９ 月 2 7 日であります 。 その他の借入は期間 ５ 年の期限一括返済とし

て 、 最終返済日は2 0 2 6 年 1 2 月 2 8 日 、 期 間 ５ 年の期限分割返済として 、 最終返済日は2 0 2 3 年 1 1 月 

3 0 日 、 期間1 0 年の期限分割返済として 、 最終返済日は2 0 2 9 年 ３ 月 2 8 日 、 2 0 3 0 年 ９ 月 3 0 日であり

ま す 。 

( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク （ 取引先の契約不履行等に係るリスク ） の管理 

当社は 、 営業債権については営業統括部が取引先毎に期日及び残高を管理するとともに 、 回 

収懸念の早期把握や軽減を図っております 。 連結子会社についても同様の管理を行っており

ま す 。 

当連結会計年度末における最大信用リスク額は 、 信用リスクに晒される金融資産の連結貸借

対照表価額により表わされております 。 

② 市場リスクの管理 

有価証券及び投資有価証券について は 、 定期的に時価や発行体 （ 取引先企業 ） の財政状態等

を把握し 、 ま た 、 取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております 。 

③ 資金調達に係る流動性リス ク （ 支払期日に支払いができなくなるリスク ） の管理 

当社は 、 各部署からの支払予定報告に基づき経理部が資金繰計画を策定すること等により 、 

流動性リスクを管理しております 。 
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2 . 金融商品の時価等に関する事項 

連結貸借対照表計上額 、 時価及び時価の算定方法 

当連結会計年度末現在における連結貸借対照表計上額 、 時価及びこれらの差額については 、 次の

とおりであります 。 
( 単 位 ： 千円) 

連結貸借対照表計上額 時価 差額

投資有価証券 

その他有価証券 2 , 2 1 8 , 5 5 8 2 , 2 1 8 , 5 5 8 － 

資産計 2 , 2 1 8 , 5 5 8 2 , 2 1 8 , 5 5 8 － 

社 債 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 8 , 1 5 9 △ 1 , 8 4 0 

長期借入金 2 , 4 6 4 , 9 6 0 2 , 4 5 4 , 7 4 2 △ 1 0 , 2 1 7 

負債計 3 , 4 6 4 , 9 6 0 3 , 4 5 2 , 9 0 2 △ 1 2 , 0 5 7 

デリバティブ取引 ― ― ― 

( 注 ) 1 . 「 現金及び預金 」 「 受託現預金 」 「 受取手形 」 「 売掛金 」 「 買掛金 」 「 預り金 」 「 短期借入金 」 については 、 現金
であること 、 及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから 、 記載を省略し
ております 。 

2 . デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるもの は 、 ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい
るため 、 その時価は 、 当該長期借入金の時価に含めて記載しております 。 

3 . 市場価格のない株式等は 、 「 投資有価証券 その他有価証券 」 には含めておりません 。 

（ 単 位 ： 千 円 ） 

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 3 8 2 , 3 6 0 

4 . 社 債 、 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

区分 １ 年内
１ 年超
２ 年内

２ 年超
３ 年内

３ 年超
４ 年内

４ 年超
５ 年内

５ 年超

社 債 － － － 1 , 0 0 0 , 0 0 0 － － 

長期借入金 2 2 2 , 8 2 4 2 1 5 , 8 5 6 2 1 5 , 8 5 6 1 , 2 1 5 , 8 5 6 2 0 7 , 6 8 8 3 5 6 , 6 0 0 

合 計 2 2 2 , 8 2 4 2 1 5 , 8 5 6 2 1 5 , 8 5 6 2 , 2 1 5 , 8 5 6 2 0 7 , 6 8 8 3 5 6 , 6 0 0 

長期借入金のうち 、 3 0 , 2 8 0 千円は Ｅ Ｓ Ｏ Ｐ 信託設定に伴うものであり 、 返済額が未定のため連結決算日後

返済予定額から除外しております 。 

― 1 4 ― 



3 . 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を 、 時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて 、 以下の ３ 

つのレベルに分解しております 。 

レベル １ の時価 ： 同一の資産又は負債の活発な市場における （ 無調整の ） 相場価格により算定し

た時価 

レベル ２ の時価 ： レベル １ のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算

定した時価 

レベル ３ の時価 ： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には 、 それらのインプットが

それぞれ属するレベ ルのうち 、 時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお 

ります 。 

( 1 ) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

( 単 位 ： 千円)

区分
時価

レベル １ レベル ２ レベル ３ 合計

投資有価証券 

その他有価証券 

株 式 2 , 2 1 8 , 5 5 8 ― ― 2 , 2 1 8 , 5 5 8 

資産計 2 , 2 1 8 , 5 5 8 ― ― 2 , 2 1 8 , 5 5 8 

( 2 ) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

( 単 位 ： 千円)

区分
時価

レベル １ レベル ２ レベル ３ 合計

社 債 ― 9 9 8 , 1 5 9 ― 9 9 8 , 1 5 9 

長期借入金 ― 2 , 4 5 4 , 7 4 2 ― 2 , 4 5 4 , 7 4 2 

負債計 ― 3 , 4 5 2 , 9 0 2 ― 3 , 4 5 2 , 9 0 2 

（ 注 ） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

投資有価証券 
上場株式は相場価格を用いて評価しております 。 上場株式は活発な市場で取引されているため 、 その時価をレベル

１ の時価に分類しております 。 

社 債 
当社の発行する社債の時価 は 、 元利金の合計額と 、 当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引

現在価値法により算定しており 、 レベル ２ の時価に分類しております 。 

長期借入金 
これらの時価は 、 元利金の合計額と 、 当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法に

より算定しており 、 レベル ２ の時価に分類しております 。 
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〔 賃貸等不動産に関する注記 〕 

1 . 賃貸等不動産の状況に関する事項 

当社は 、 東京都に賃貸用の学生マンション （ 土地を含む 。 ） と 、 埼玉県に賃貸用の土地と賃貸マ

ンション （ 土地を含む 。 ） を 各 １ 件 、 大阪府に賃貸用のテナントビルの一部 （ 土地を含む 。 ） と賃貸

用のビジネスホテル （ 土地を含む 。 ） 、 京都府に単身者向け集合住宅 （ 土地を含む 。 ） を 各 １ 件 、 ま 

た 、 連結子会社 １ 社 は 、 大阪府において賃貸マンション （ 土地を含む 。 ） を保有しております 。 

2 . 賃貸等不動産の時価に関する事項 
（ 単 位 ： 千 円 ） 

連結貸借対照表計上額 連結決算日における時価

5 , 5 3 9 , 3 6 6 5 , 8 2 0 , 5 2 0 

( 注 ) 1 . 連結貸借対照表計上額は 、 取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま
す 。 

2 . 当連結会計年度末の時価は 、 主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書等に
基づく金額によっておりま す 。 

〔 収益認識に関する注記 〕 

１ . 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

( 単 位 ： 千円)

報告セグメント
合計

警備事業 ビル管理事業 不動産事業

機械警備業務 7 , 6 0 4 , 1 5 2 7 , 6 0 4 , 1 5 2 

輸送警備業務 2 , 0 3 3 , 7 0 6 2 , 0 3 3 , 7 0 6 

常駐警備業務 4 , 9 2 7 , 1 9 8 4 , 9 2 7 , 1 9 8 

Ａ Ｔ Ｍ 管理業務 1 , 6 3 6 , 3 6 6 1 , 6 3 6 , 3 6 6 

工事・ 機器販売業務 1 , 4 8 8 , 2 9 9 1 , 4 8 8 , 2 9 9 

ビル管理業務 8 , 9 0 9 , 2 8 8 8 , 9 0 9 , 2 8 8 

不動産販売・ 仲介業務 1 , 0 1 2 , 7 8 7 1 , 0 1 2 , 7 8 7 

その他 2 , 1 1 3 , 2 4 3 2 , 1 1 3 , 2 4 3 

顧客との契約から生じる収 益 1 9 , 8 0 2 , 9 6 5 8 , 9 0 9 , 2 8 8 1 , 0 1 2 , 7 8 7 2 9 , 7 2 5 , 0 4 1 

その他の収益 （ 注 ） 4 1 3 , 9 7 1 4 1 3 , 9 7 1 

外部顧客への売上高 1 9 , 8 0 2 , 9 6 5 8 , 9 0 9 , 2 8 8 1 , 4 2 6 , 7 5 9 3 0 , 1 3 9 , 0 1 3 

（ 注 ） その他の収益は 、 リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります 。 

２ . 収益を理解するための基礎となる情報 

収益を理解するための基礎となる情報は 、 連結注記表 「 連結計算書類作成のための基本となる重

要な事項に関する注記等 、 4 . その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 、 ( 3 ) 収益

及び費用の計上基準 」 に同一の内容を記載しておりますので 、 注記を省略しております 。 
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３ . 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 

（ １ ） 契約資産及び契約負債の残高等 

当連結会計年度に認識された収益の額の内 、 期首現在の契約負債残高に含まれていた額は 、 

1 7 8 , 4 5 1 千円であります 。 

契約資産は 、 ビルメンテナンスサービスにかかる契約について履行義務を充足したものの 、 未請

求の対価に対する権利によるものであります 。 契約資産は 、 対価に対する権利が無条件になった時

点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられ 、 その対価は契約によって定められた時期に請

求 、 受領しております 。 契約負債は 、 主に一定期間にわたり収益を認識する機械警備サービス契約

を締結した顧客との警備機器設置料について 、 契約時に顧客から受け取ったもの及びビルメンテナ 

ンスサービスにかかる顧客からの前受によるものであります 。 契約負債は収益の認識に伴い取り崩

されます 。 

（ ２ ） 残存履行義務に配分した取引価格 

当該履行義務は警備事業における機械警備サービス及びビル管理事業におけるサービスの提供に

関するものであり 、 残存履行義務に配分した総額及び収益の認識が見込まれる期間は 、 以下のとお

りであります 。 

( 単 位 ： 千円)

当連結会計年度

１ 年以内 2 5 7 , 1 6 5 

１ 年 超 ２ 年以内 7 9 , 3 7 5 

２ 年 超 ３ 年以内 5 6 , 0 6 5 

３ 年 超 ４ 年以内 3 5 , 6 4 1 

４ 年 超 ５ 年以内 1 3 , 3 5 8 

５ 年 超 7 , 0 2 7 

合 計 4 4 8 , 6 3 4 

※ 残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって 、 実務上の便法を適用し 、 当初に予想される契約期間が1
年以内の契約について注記の対象に含めておりませ ん 。 

※ 臨時の緊急出動などサービスの提供料に直接対応する金額で顧客から対価を受け取る契約について注記の対象 
に含めておりません 。 

〔 １ 株当たり情報に関する注記 〕 

1 . １ 株当たり純資産額 2 , 0 1 8 円27銭

2 . １ 株当たり当期純利益 7 2 円60銭
( 注 ) 「 １ 株当たり純資産額 」 及 び 「 １ 株当たり当期純利益 」 を算定するための期末の普通株式数及び普通株式

の期中平均株式数について 、 専用信託口が保有する当社株式は控除しております 。 

〔 連結計算書類の作成につい て 〕 

記載金額は 、 千円未満を切り捨てて表示しております 。 
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株主資本等変動計算書

( 2 0 2 2 年 ４ 月 １ 日から
2 0 2 3 年 ３ 月31日まで) ( 単 位 ： 千円) 

株 主 資 本 

資 本 金
資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 4 , 6 1 8 , 0 0 0 8 , 3 1 0 , 5 8 0 2 0 1 , 1 3 9 8 , 5 1 1 , 7 1 9 

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 額

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 1 4 , 6 6 2 1 4 , 6 6 2 

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 

当 期 変 動 額 合 計 － － 1 4 , 6 6 2 1 4 , 6 6 2 

当 期 末 残 高 4 , 6 1 8 , 0 0 0 8 , 3 1 0 , 5 8 0 2 1 5 , 8 0 2 8 , 5 2 6 , 3 8 2 

株 主 資 本 

利 益 剰 余 金 

自己株式
株主資本
合 計 利 益 準 備 金 

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金 
合 計固 定 資 産

圧 縮 積 立 金 
別 途 積 立 金 

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2 3 3 , 9 8 9 1 0 5 , 7 1 9 4 , 2 6 5 , 0 0 0 2 , 2 4 4 , 2 4 8 6 , 8 4 8 , 9 5 7 △ 7 3 0 , 2 6 1 1 9 , 2 4 8 , 4 1 5 

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 3 1 3 , 5 3 8 △ 3 1 3 , 5 3 8 △ 3 1 3 , 5 3 8 

当 期 純 利 益 8 7 2 , 6 6 5 8 7 2 , 6 6 5 8 7 2 , 6 6 5 

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 額

△ 4 , 7 4 9 4 , 7 4 9 － － 

自 己 株 式 の 取 得 △ 5 2 7 , 8 3 9 △ 5 2 7 , 8 3 9 

自 己 株 式 の 処 分 1 9 3 , 7 3 3 2 0 8 , 3 9 6 

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 

当 期 変 動 額 合 計 － △ 4 , 7 4 9 － 5 6 3 , 8 7 6 5 5 9 , 1 2 6 △ 3 3 4 , 1 0 5 2 3 9 , 6 8 4 

当 期 末 残 高 2 3 3 , 9 8 9 1 0 0 , 9 6 9 4 , 2 6 5 , 0 0 0 2 , 8 0 8 , 1 2 5 7 , 4 0 8 , 0 8 4 △ 1 , 0 6 4 , 3 6 6 1 9 , 4 8 8 , 1 0 0 
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( 単 位 ： 千円) 

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券 
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価 差 額 金 
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 6 4 3 , 4 6 1 △ 1 , 3 6 2 , 0 1 6 △ 7 1 8 , 5 5 4 1 8 , 5 2 9 , 8 6 1 

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 3 1 3 , 5 3 8 

当 期 純 利 益 8 7 2 , 6 6 5 

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 額

－ 

自 己 株 式 の 取 得 △ 5 2 7 , 8 3 9 

自 己 株 式 の 処 分 2 0 8 , 3 9 6 

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 

4 3 , 3 1 9 4 3 , 3 1 9 4 3 , 3 1 9 

当 期 変 動 額 合 計 4 3 , 3 1 9 － 4 3 , 3 1 9 2 8 3 , 0 0 3 

当 期 末 残 高 6 8 6 , 7 8 0 △ 1 , 3 6 2 , 0 1 6 △ 6 7 5 , 2 3 5 1 8 , 8 1 2 , 8 6 4 
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個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記 
1 . 資産の評価基準及び評価方 法 

( 1 ) 有価証券の評価基準及び評価方法 

① 子会社株式 … 移動平均法による原価法 

② その他有価証券 

市 場 価 格 の あ る も の … 決算日の市場価格等に基づく時価法 （ 評価差額は全部純資産直入法により

処理し 、 売却原価は移動平均法により算定しております 。 ） 

市 場 価 格 の な い も の … 移動平均法による原価法 

( 2 ) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

商 品 、 貯蔵品 … 主として総平均法による原価法 （ 貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法 ） 

2 . 固定資産の減価償却の方法 

( 1 ) 有 形 固 定 資 産… 定率法 

ただし 、 1 9 9 8 年 ４ 月 １ 日以降2 0 1 6 年 ３ 月 3 1 日迄に取得した建物 （ 建物附属

設備は除く ） に ついては定額法を採用しており 、 2 0 1 6 年 ４ 月 １ 日以降に取

得した建物 （ 建物附属設備含む ） 、 構築物については定額法を採用してお

ります 。 

な お 、 主な耐用年数は以下のとおりであります 。 

建 物 ３ 年 ～ 5 0 年 

機械及び装置 ６ 年 ～ ９ 年 

( 2 ) 無 形 固 定 資 産… 定額法 

な お 、 主な耐用年数は以下のとおりであります 。 

自社利用のソフトウェア ５ 年 

のれん ５ 年 

( 3 ) リ ー ス 資 産

（ 有 形 / 無 形 ） 

… 所有権移転外ファイナンス ・ リース取引に係るリース資産については 、 リ 

ース期間を耐用年数とし 、 残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す 。 

3 . 引当金の計上基準 

( 1 ) 貸 倒 引 当 金… 債権の貸倒れに備えるた め 、 一般債権については貸倒実績率により 、 貸倒

懸念債権等特定の債権につ いては個別に回収可能性を勘案し 、 回収不能見

込額を計上しております 。 

( 2 ) 賞 与 引 当 金… 従業員に対して支給する賞 与の支出に充てるため 、 将来の支給見込額を計

上しております 。 

( 3 ) 役員賞与引当金… 役員賞与の支給に備えるた め 、 当事業年度における支給見込額を計上して

おります 。 

( 4 ) 退職給付引当金… 従業員の退職給付に備える た め 、 当事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上しております 。 

退職給付債務の算定にあた り 、 退職給付見込額を当事業年度末までの期間

に帰属させる方法について は 、 給付算定式基準によっております 。 

な お 、 数理計算上の差異は 、 各事業年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数 （ ５ 年 ） による定額法により発生年度の翌事

業年度から費用又は費用の減額として処理することとしております 。 

ま た 、 過去勤務費用は発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数 （ ５ 年 ） による定額法により発生時の事業年度から費用処理することと

しております 。 
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4 . その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

( 1 ) ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引について特例処理を採用しております 。 

( 2 ) 収益及び費用の計上基準 

当社は 、 以下の ５ つのステップアプローチを適用することにより 、 収益を認識しております 。 

ステップ １ ： 顧客との契約を識別する 

ステップ ２ ： 契約における履行義務を識別する 

ステップ ３ ： 取引価格を算定する 

ステップ ４ ： 取引価格を契約における履行義務に配分する 

ステップ ５ ： 履行義務を充足した時点 （ 又は充足するにつれて ） 収益を認識する 

警備事業 

契約物件に警報機器を取り付け 、 事件・ 事故等の発生を監視する 、 貴重品の運搬 、 施設内の常

駐による安全管理等 、 様 々  なセキュリティーサービスを履行義務としておりま す 。 

日常的サービス提供 、 契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受することから 、 

サービスを提供する期間にわたり収益を認識しております 。 ま た 、 契約条件に従い 、 履行義務の

進捗に応じて （ サービス提供期間にわたり ） 契約によって定められた時 期にその対価を請求 、 受 

領しております 。 

警備事業の内 、 機械警備業務においては警備機器設置工事料を契約時に顧客から受領しており 、 

設置工事料は対応するサービス提供期間にわたり収益を認識しております 。 

ビル管理事業 

ビ ル 、 マンション 、 店舗等のビルメンテナンスや清掃に加え 、 大規模改修や設備の更新工 事 、 営 

繕業務等 、 建物の総合管理を行っております 。 

（ 清掃業務 ） 

契約物件の設備内において 、 床清掃等の日常的な清掃業務を行うことを履行義務としており

ま す 。 日常的又は反復的なサービスであり 、 顧客との契約における義務を履行するにつれて顧

客が便益を享受しており 、 サービスを提供する期間にわたり収益を認識しております 。 ま た 、 

契約条件に従い 、 履行義務の進捗に応じて （ サービス提供期間にわたり ） 契約によって定めら

れた時期にその対価を請求 、 受領しております 。 

（ 設備点検サービス ） 

ビルメンテナンスに係る法定点検を実施し 、 関 連官庁へ実施報告書を提出することを履行義務

と し 、 顧客がサービスを受けた時点で便益を享受することから 、 一時点 （ サービス提供時点 ） で 

収益を認識しております 。 ま た 、 契約条件に従い 、 サービス契約期間に按分してその報酬を受領

します 。 

（ 工事契約 ） 

消防設備改修工事 、 排水ポンプ取替工事 、 エレベーター改修工事等の小規模な工事から足場を 

組むような大規模修繕工事 、 外壁修繕工事までを履行義務としております 。 

義務の履行により資産が創出され又は増価し 、 資産の創出又は増価につれて顧客が当該資産を

支配し 、 契約期間にわたる工事の進捗に応じて充足されるため 、 工事の進捗度に応じて収益を計

上しております 。 進捗度の測定は 、 発生原価が履行義務の充足における工事の進捗度に寄与及び

概ね比例していると考えられることから 、 発生原価に基づくインプット法により行っておりま す 。 

不動産事業 

当社が保有する不動産物件の賃貸業務から得られる収益を認識しております 。 
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〔 会計上の見積りに関する注 記 〕 

（ 関係会社株式の評価検討 ） 

1 . 当事業年度の計算書類に計上した金額 

関係会社株式 1 , 0 8 7 , 7 0 9 千 円 

2 . 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

当事業年度の貸借対照表に計上している関係会社株式のうち ① に記載の金額は2 0 2 2 年 5 月 3 0 日に

子会社化した五大テック株式会社の取得に関するものです 。 

関係会社株式は取得原価を貸借対照表価額としておりますが 、 関係会社株式の実質価額が取得

原 価に比べて5 0 % 程度以上低下した場合 、 当該実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付け

られる場合を除き 、 当該実質価額をもって貸借対照表価額とし 、 取得原価と実質価額の差額は評

価損として計上することとしております 。 

今 後 、 関係会社株式の実質価額が取得原価に比べて5 0 % 程度以上低下し 、 当該実質価額の回復可

能性が十分な証拠によって裏付けられない場合 、 翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可

能性があります 。 

〔 追加情報 〕 

従業員持株会支援信託口に おける会計処理 、 従業員向け株式給付信託口における会計処理及び訴訟

案件については 、 連結注記表 「 〔 追加情報 〕 」 に同一の内容を記載してお りますので 、 注記を省略して

おります 。 

〔 貸借対照表に関する注記 〕 

1 . 関係会社に対する金銭債権債務 

( 1 ) 短期金銭債権 8 7 4 , 2 4 8 千 円 

( 2 ) 短期金銭債務 2 2 2 , 3 2 4 千 円 

2 . 有形固定資産の減価償却累計額 9 , 4 6 4 , 5 3 0 千 円 

上記金額には 、 減損損失累計額が含まれております 。 

3 . Ａ Ｔ Ｍ 管 理 業 務 の 資 金 … 当社は Ａ Ｔ Ｍ 管理業務において多額の資金を使用しており 、 受託現預金

3 , 9 4 6 , 0 3 1 千 円 、 立替金5 0 , 5 5 0 千円及び預り金のうち5 9 6 , 5 8 1 千円は当該業

務のために使用している資金であります 。 

4 . 土地再評価法の適用… 「 土地の再評価に関する法律 」 ( 平成1 0 年 ３ 月 3 1 日公布法律第3 4 号 ） に基づ

き事業用土地の再評価を行 い 、 当該評価差額を土地再評価差額金として純

資産の部に計上しておりま す 。 

同法律第 ３ 条 第 ３ 項に定める再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令 （ 平成1 0 年 ３ 月 3 1 日公布政令第1 1 9 号 ） 

第 ２ 条 第 ４ 号に定める地価税法 （ 平 成 ３ 年法律第 6 9 号 ） 第 1 6 条に規定する

地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁

長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算

出しております 。 

再評価を行った年月日 2 0 0 2 年 ３ 月31日

再評価を行った土地の当事業年度末における

時 価 と 再 評 価 後 の 帳 簿 価 額 と の 差 額
3 3 7 , 8 3 9 千 円 
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〔 損益計算書に関する注記 〕 

１ . 関係会社との取引高 

売 上 高 2 0 3 , 1 0 8 千 円 

仕 入 高 2 , 5 8 0 , 8 4 2 千 円 

営業取引以外の取引高 3 9 1 , 1 6 7 千 円 

〔 株主資本等変動計算書に関する注記 〕 

当該事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数 

普 通 株 式 1 , 0 7 1 , 7 0 6 株 

注 1 . 
上記の 他 、 Ｅ Ｓ Ｏ Ｐ 信託の導入に伴い設定した Ｅ Ｓ Ｏ Ｐ 信託口が所有する当社普通株式2 9 , 9 0 0 株がありま
す 。 

2 . 
上記の他 、 株式給付信託の導入に伴い設定した株式給付信託口が所有する当社普通株式1 2 0 , 0 0 0 株がありま
す 。 

〔 税効果会計に関する注記 〕 

繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 

繰延税金資産 

賞与引当金 1 1 3 , 5 3 8 千 円 

未払事業税等 3 4 , 4 5 0 千 円 

少額固定資産 2 9 , 3 6 8 千 円 

投資有価証券 2 6 , 7 2 2 千 円 

その他 1 9 1 , 0 1 6 千 円 

小 計 3 9 5 , 0 9 6 千 円 

評価性引当額 △ 6 8 , 1 6 1 千 円 

繰延税金資産合計 3 2 6 , 9 3 5 千 円 

繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 4 4 , 5 1 9 千 円 

前払年金費用 1 3 3 , 1 2 8 千 円 

その他有価証券評価差額金 2 7 4 , 4 8 8 千 円 

その他 2 , 1 3 5 千 円 

繰延税金負債合計 4 5 4 , 2 7 1 千 円 

繰延税金負債の純額 1 2 7 , 3 3 6 千 円 

〔 リースにより使用する固定資産に関する注記 〕 

貸借対照表に計上した固定資産のほか 、 事務機器 、 車 両運搬具の一部については 、 所有権移転外フ

ァイナンス・ リース契約により使用しております 。 

〔 関連当事者との取引に関する注記 〕 

子会社及び関連会社等 

属 性 
会社等の
名 称 

議 決 権 等 の 所 有 
( 被 所 有 ） 割 合 

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 東 洋 テ ッ ク 姫 路 ㈱ 
所有

直 接 1 0 0 ％ 
業務の委託

Ａ Ｔ Ｍ 管理業務
における立替金 

1 8 2 , 0 0 0 千円 立替金 5 0 , 5 5 0 千円

子会社 テック不動産㈱
所有

直 接 1 0 0 ％ 
役員の派遣

販売用不動産購
入資金の貸付 

8 0 0 , 0 0 0 千円
関係会社
短期貸付金

8 0 0 , 0 0 0 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等 

当社の Ａ Ｔ Ｍ 管理業務に係る他の委託先と同様に 、 Ｃ Ｄ ／ Ａ Ｔ Ｍ への資金を立て替えております 。 

な お 、 この立替金には付利しておりません 。 

取得する不動産価格を勘案し貸付額及び金利を決定しております 。 
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兄弟会社等 

属 性 
会社等の
名 称 

議 決 権 等 の 所 有 
( 被 所 有 ） 割 合 

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

主要株主(法人)
が議決権の過半
数を所有してい
る会社 

㈱ 関 電 セ キ ュ リ テ ィ ・ 
オ ブ ・ ソ サ イ エ テ ィ 

― 
警備事業の
提 供 

有価証券の売却 
売却代金 
売却益 

1 4 8 , 9 2 2 千円
1 4 8 , 9 2 1 千円

― ― 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

有価証券の売却価格は対象会社の財政状態を参考に1株当たりの価格を決定しております 。 

〔 収益認識に関する注記 〕 

顧 客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は 、 連結注記表 「 連結計算書類作成

のための基本となる重要な事項に関する注記等 、 4 . その他連結計算書類の作成のための基本となる重

要な事項 、 ( 3 ) 収益及び費用の計上基準 」 に同一の内容を記載しておりますので 、 注記を省略してお

ります 。 

〔 １ 株当たり情報に関する注記 〕 

1 . １ 株当たり純資産額 1 , 8 4 1 円07銭

2 . １ 株当たり当期純利益 8 5 円40銭
( 注 ) 「 １ 株当たり純資産額 」 及 び 「 １ 株当たり当期純利益 」 を算定するための期末の普通株式数及び普通株式の期中

平均株式数について 、 専用信託口が保有する当社株式は含めておりません 。 

〔 計算書類の作成について 〕 

記載金額は 、 千円未満を切り捨てて表示しております 。 
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